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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 

 日程第 ２ 議案第９号～議案第２０号 
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 副議長１１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君 
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加 藤 哲 彦 君 
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  会 長        

鈴 木 幸 往 君 監 査 委 員        髙 木   清 君 
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  事務連絡室長        中 村 敏 文 君   会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君 
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  政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君   財 務 主 幹        中 尾   亘 君 

  契約財産主幹        大 場 正 規 君   税 務 主 幹        関   弘 法 君 

  環境生活主幹        渡 辺 靖 行 君   児童支援主幹        多 田 敏 明 君 

  福 祉 主 幹        遠 藤   明 君   健康推進主幹        大 場 圭 子 君 
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  施設管理主幹         中 沢 浩 喜 君   建 築 主 幹        西   俊 男 君 
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  学校給食主幹        岩 田 憲 次 君   社会教育主幹 露 口 哲 也 君 
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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３１年第１回美幌町議会定例会、第

４日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番中嶋すみ江さん、１

３番古舘繁夫さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第 ９ 号から 

      議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

９号美幌町職員の自己啓発等休業に関する

条例の一部を改正する条例制定についてか

ら議案第２０号平成３１年度美幌町病院事

業会計予算についてまでの１２件を議題と

いたします。 

 昨日に引き続き、順次、提案者から説明

を求めます。 

 説明に当たっては、簡潔に要点を得た説

明を願います。なお、説明者は、着席のま

までの説明を許します。 

 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の１９６

ページでございます。 

 議案第１４号平成３１年度美幌町国民健

康保険特別会計予算について御説明いたし

ます。 

 別冊の予算書の２８９ページをお開き願

います。 

 平成３１年度美幌町の国民健康保険特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２６億１,３７７万５,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３１０、３１１ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費の９,２１８万３,０００円の主なも

のは、職員９名分の人件費及びレセプト点

検員などの臨時職員２名の賃金と電算シス

テム等の事務費でございます。 

 国保事務の標準化及び効率化のため、業

務等委託料の６行目、国保市町村事務処理

標準システム対応プログラム改修委託料７

７０万円と、その下の国保市町村事務処理

標準システム連携保守委託料１１万円を新

規に計上しております。 

 他につきましては、前年度と大きく変わ

りありません。 

 ２目連合会負担金、１,６５０万８,００

０円は、北海道国民健康保険団体連合会に

対する負担経費でございます。 

 業務の効率化が図られることから、平成
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３０年度から運用を開始しております北海

道クラウドに加入するための北海道クラウ

ド構築負担金１,３４９万２,０００円と、

北海道クラウド追加ライセンス負担金８７

万円を新規に計上しております。 

 一番下の２項徴税費、１９３万４,０００

円につきましては、次の３１２ページ、３

１３ページをお開き願います。 

 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費で

ございます。 

 ３項運営協議会費、１２万９,０００円に

つきましては、国民健康保険運営協議会委

員報酬であります。 

 ４項趣旨普及費、４８万５,０００円の主

なものは、国保制度周知及びジェネリック

医薬品使用啓発用パンフレットでございま

す。 

 ３１４、３１５ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費につきましては、前年度

まで一般被保険者と退職被保険者等の療養

給付費等を目で分けておりましたが、退職

被保険者の加入者の減に伴い、効率的な執

行を図ることから、給付事業ごとに予算科

目の組みかえをしております。 

 １項療養諸費、１５億１,１９６万４,０

００円、２項高額療養費、２億１,７５２万

円につきましては、過去の受診件数、療養

給付費等の実績を推計し、計上しておりま

す。 

 ３１６、３１７ページをお開き願いま

す。 

 ２目高額合算療養費につきましては、同

じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の

負担があり、合算した年間の負担額が規定

の自己負担額を超えた場合の経費でござい

ます。 

 ３項移送費、２０万円につきましては、

移動が困難な被保険者が医師の指示により

緊急的な必要性がある場合に要する経費で

あります。 

 ４項出産育児諸費、１,０５０万６,００

０円は、前年度より１名減の２５名分の出

産育児一時金を計上しております。 

 ３１８、３１９ページをお開き願いま

す。 

 ５項葬祭諸費、１３５万円につきまして

は、前年度より５名増の４５名分の葬祭費

を見込んでおります。 

 ３２０、３２１ページをお開き願いま

す。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきま

しては、本町の医療費及び所得水準に基づ

き、北海道から示された納付金７億３,８１

１万７,０００円を計上しております。被保

険者数の減少に伴い、前年度対比で３,３４

８万円の減額となっております。 

 内訳につきましては、医療給付分５億３,

１７８万４,０００円、後期高齢者支援分１

億４,９４９万９,０００円、介護保険納付

金分５,６８３万４,０００円でございま

す。 

 次の３２４、３２５ページをお開き願い

ます。 

 ４款共同事業拠出金、２,０００円につき

ましては、国保連合会が行う退職者や医療

事務に係る負担金でございます。 

 次の３２６、３２７ページをお開き願い

ます。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費、７５

９万１,０００円につきましては、生活習慣

病予防や健康増進などの健康づくりに関す

る教室や講習会の開催及び、がん検診、個

別予防接種等に係る経費であります。 

 ２項特定健康診査等事業費、１,２７０万

８,０００円につきましては、医療費増大の

要因の一つであるメタボリックシンドロー

ムを予防し、生活習慣病の重症化を防ぐこ

とを目的に、４０歳から７４歳までを対象

に生活改善を指導するための健康診査、保

健指導に係る経費でございます。 

 ３３０ページ以降の６款基金積立金、７

款諸支出金、８款予備費につきましては、

前年度と大きな変更はございません。 
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 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、２

９８、２９９ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款国民健康保険税は、総額５億６,２４

５万５,０００円で、前年度対比６８９万円

の増額であります。被保険者数が減少して

おりますが、農業及び営業所得の増による

ものであります。 

 また、歳出と同様に、一般被保険者と退

職被保険者等の予算科目を組みかえしてお

ります。 

 ３００、３０１ページをお開き願いま

す。 

 ２款道支出金１７億９,４９２万４,００

０円は、北海道から交付される保険給付費

に要する保険給付費等普通交付金１７億４,

１５４万円と予防・健康づくりに取り組む

保険者に対する保険者努力支援金及び特別

調整交付金などの保険給付費等特別交付金

５,３３８万４,０００円を計上しておりま

す。 

 被保険者数の減少に伴い、保険給付費等

普通交付金が４,９６５万５,０００円の減

額となっております。 

 ３０２、３０３ページをお開き願いま

す。 

 ３款財産収入２４万円は、国民健康保険

基金の利子等でございます。 

 ３０４、３０５ページをお開き願いま

す。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目、

一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金軽減

分７,０７０万円につきましては、保険税の

負担能力が低い低所得者に係る保険税軽減

分、２割、５割、７割について、一般会計

で収入される北海道負担分４分の３と美幌

町負担分４分の１を繰り入れるものであり

ます。 

 その下の保険基盤安定繰入金支援分４,４

４５万２,０００円につきましては、保険税

の軽減対象の２割、５割、７割となった低

所得者数に応じた平均保険税の一定割合に

ついて、一般会計に収入される国庫負担分

２分の１と北海道負担分４分の１と美幌町

負担分４分の１を繰り入れるものでありま

す。 

 その下の事務費等繰入金８,７３９万円に

つきましては、国保事業の運営に要する職

員９名分の人件費及びレセプト点検員など

の臨時職員賃金と電算システム等の事務費

を繰り入れるものであります。 

 その下、出産育児一時金等繰入金７００

万円につきましては、出産育児一時金の３

分の２を繰り入れるものであります。 

 その下、財政安定化支援事業繰入金１,６

０３万１,０００円につきましては、交付税

措置される国保財政安定化支援分を繰り入

れるものであります。 

 その下、その他一般会計繰入金３９３万

２,０００円につきましては、地方単独事業

の医療費に係る減額調整分を繰り入れるも

のであります。 

 ２項基金繰入金、２,３５９万８,０００

円につきましては、国民健康保険事業費納

付金等の収入不足を補塡するため、国民健

康保険基金より繰り入れするものでありま

す。 

 なお、この繰り入れの結果、平成３１年

度末の基金残高は１億７,５０２万円の見込

みであります。 

 ３０６ページ以降の５款繰越金、６款諸

収入につきましては、前年度と大きな変更

はございません。 

 国民健康保険特別会計は以上でございま

す。 

 続きまして、議案の１９７ページでござ

います。 

 議案第１５号平成３１年度美幌町後期高

齢者医療特別会計予算について御説明申し

上げます。 

 別冊の予算書の３４７ページをお開き願

います。 

 平成３１年度美幌町の後期高齢者医療特
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別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２億９,８１７万８,０００円と

定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３６４、３６５ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、９４１万

６,０００円の主なものにつきましては、職

員１名分の人件費と電算システム等の事務

費であります。 

 ２項徴収費、２５万９,０００円につきま

しては、保険料の徴収に係る経費でありま

す。 

 ３６６、３６７ページをお開き願いま

す。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付

金、２億８,８１９万３,０００円につきま

しては、システム機器更新に係る経費減少

に伴い、事務費負担金が前年度対比２５９

万円減の８２６万円、被保険者数の増によ

り、保険料等負担金は、前年度対比７８万

５,０００円増の２億７,９９３万３,０００

円でございます。 

 ３６８、３６９ページをお開き願いま

す。 

 ３款諸支出金、１項還付金及び還付加算

金につきましては、１目保険料還付金に還

付金と還付加算金として３０万円を計上

し、還付加算金を廃目といたしました。 

 次の３７０、３７１ページをお開き願い

ます。 

 ４款予備費につきましては、前年度と変

更ございません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

５４、３５５ページをお開き願います。 

 ２、歳入でございますが、後期高齢者の

医療費等は、患者の自己負担額を除き、約

５割を公費負担、約４割を現役世代の医療

保険が支援金として負担し、残りの約１割

を後期高齢者の保険料で賄っております。

公費負担の割合は、国が４、北海道が１、

美幌町が１の割合でございます。 

 １款、１項後期高齢者医療保険料、２億

３２７万４,０００円につきましては、被保

険者数の増及び保険料特例軽減の見直しに

伴い、前年度対比８９９万３,０００円の増

額を見込んでおります。 

 次に、３５６、３５７ページをお開き願

います。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

事務費繰入金、１,７９４万３,０００円に

つきましては、広域連合への事務費負担金

と職員１名分の人件費、事務費の繰入金で

あります。 

 その下の２目、保険基盤安定繰入金７,６

６５万７,０００円につきましては、保険料

の低所得者に対する７割、５割、２割の政

令本則の軽減分について、一般会計で収入

される４分の３の北海道負担分に美幌町負

担分４分の１を加えた繰入金でございま

す。 

 ３５８、３５９ページの３款繰越金につ

きましては、前年度と変更はございませ

ん。 

 ３６０、３６１ページをお開き願いま

す。 

 ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過

料、３項雑入につきましては、前年度と変

更はありませんが、２項償還金及び還付加

算金につきましては、歳出と同様に、保険

料還付金に還付加算金を計上し、還付加算

金を廃目としております。 

 後期高齢者医療特別会計は以上でござい

ます。 

 続きまして、議案の１９８ページでござ

います。 

 議案第１６号平成３１年度美幌町介護保

険特別会計予算について御説明いたしま
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す。 

 別冊の予算書の３７９ページをお開き願

います。 

 平成３１年度美幌町の介護保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１８億８,７９９万１,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ４０４、４０５ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、２,９４７

万７,０００円の主なものにつきましては、

職員４名分の人件費と電算システム等の事

務費であります。介護系システム保険者ク

ライアント電子計算機の更新に伴う庁用備

品４１万３,０００円を計上しております。 

 他につきましては、前年度と大きく変わ

りはありません。 

 その下、２項徴収費、３５万６,０００円

につきましては、介護保険料の賦課徴収に

係る経費であります。 

 下段の３項介護認定審査会費、１,７４３

万２,０００円は、１目介護認定審査会費

で、介護認定審査会の運営に係る経費６３

９万４,０００円と、次の４０６、４０７ペ

ージの２目認定調査費において、介護認定

調査に係る臨時職員賃金及び訪問調査委託

料の経費１,１０３万８,０００円を計上し

ております。 

 ４０８、４０９ページをお開き願いま

す。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費１５億４,２６８万４,０００円、２項介

護予防サービス等諸費、５,６９５万７,０

００円につきましては、介護保険事業計画

に基づき、計上しております。 

 一番下の３項高額介護サービス等費、３,

８９８万６,０００円につきましては、自己

負担の合計額が一定の額を超えた場合に、

超えた分を払い戻す制度で、実績見込みに

より前年度より１０９万８,０００円の増額

であります。 

 ４１０、４１１ページをお開き願いま

す。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費、６

１５万１,０００円につきましても、実績見

込みにより、前年度より１７万３,０００円

の増額であります。 

 その下、５項特定入所者介護サービス等

費、７,９４９万７,０００円につきまして

は、低所得の施設サービス利用者等に係る

保険給付対象外の食費、住居費に対して、

施設の設定金額と所得段階ごとに設けられ

た負担限度額との差額を給付する制度で、

実績見込みにより前年度より２２４万円の

増額であります。 

 ６項その他諸費、１７２万８,０００円

は、介護給付費審査支払手数料でありま

す。 

 ４１２、４１３ページをお開き願いま

す。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・日

常生活支援総合事業費、１目介護予防・生

活支援サービス事業費、５,２５７万円につ

きましては、制度改正に伴い、平成２９年

４月から予防給付事業として実施していた

要支援１、２及び事業対象者が利用する訪

問介護、通所介護、介護予防ケアマネジメ

ント等の費用でございます。 

 ２目一般介護予防事業費、１,０３１万

１,０００円は、生活習慣病の予防、介護予

防等に係る費用でございます。地域介護予

防活動支援事業を実施する団体が見込まれ

ることから、前年度より介護予防・日常生

活支援総合事業補助金を３０万円増額して

おります。 

 ２項包括的支援事業費・任意事業費、１

目包括的支援事業費、３,４８４万８,００

０円の主なものは、地域包括支援センター

運営委託料３,２７３万２,０００円と、次
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の４１４、４１５ページの生活支援体制整

備事業経費５８万３,０００円と認知症施策

推進事業経費１２５万７,０００円でござい

ます。 

 認知症施策推進事業経費につきまして

は、認知症初期集中支援チーム委託料１０

３万７,０００円に加え、新たに認知症看護

認定看護師による支援体制を整え、事務事

業協力報償２２万円を計上しております。 

 ２目任意事業費、１,６５２万９,０００

円につきましては、認知症高齢者見守り事

業、非課税世帯へ紙おむつを支給する家族

介護支援事業、成年後見制度利用者支援事

業、在宅高齢者配食事業、シルバーハウジ

ング事業等の費用で、前年度と大きな変更

はございません。 

 ４１６ページ以降の４款基金積立金、５

款諸支出金、６款予備費につきましても、

前年度から大きな変更はございません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

８６、３８７ページをお開き願います。 

 １款保険料、１項介護保険料、３億７,４

９５万５,０００円につきましては、平成３

０年度から平成３２年度までの第７期介護

保険事業計画に基づいて、３年間の介護保

険事業量を見込み、それに伴う第１号被保

険者の保険料２３％分として普通徴収分、

特別徴収分を計上しております。 

 ３８８、３８９ページをお開き願いま

す。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１

目認定審査会負担金、３２６万円は、美幌

地域３町介護認定審査会の経費を、高齢者

人口及び審査件数等により、津別町２５.０

８％、大空町２６.１９％、美幌町４８.７

３％に案分し、津別町、大空町からの負担

金でございます。 

 ２目利用者負担金、６万２,０００円につ

きましては、シルバーハウジング入居者負

担金でございます。 

 ３９０、３９１ページをお開き願いま

す。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、３億

１,４９０万円につきましては、居宅介護サ

ービス費２０％、施設介護サービス費１

５％の介護給付費に係る国庫負担分でござ

います。 

 その下の２項国庫補助金、１目調整交付

金につきましては、高齢者の割合と所得水

準の格差を調整するための交付金で、給付

費総額の７.５１％、１億２,９６２万２,０

００円を見込んでおります。 

 ２目保険者機能強化推進交付金、１,００

０円につきましては、高齢者の自立支援、

重度化防止に対する取り組みの支援として

平成３０年度に創設された制度で、取り組

みの評価指標により算出された点数により

交付されるものであります。 

 ３項地域支援事業交付金、１目介護予

防・日常生活支援総合事業交付金、１,１０

２万円につきましては、対象事業費の２

５％が、２目包括的支援事業・任意事業交

付金１,２４３万１,０００円につきまして

は、対象事業費の３８.５％が交付されるも

のです。 

 ３９２、３９３ページをお開き願いま

す。 

 ４款、１項支払基金交付金、４億６,６０

２万１,０００円、２項地域支援事業交付

金、１,１９０万円につきましては、介護給

付費と地域支援事業費に係る支払基金が負

担する２７％分の交付金でございます。 

 ３９４、３９５ページをお開き願いま

す。 

 ５款道支出金、１項道負担金、２億４,６

０５万３,０００円につきましては、居宅介

護サービス費１２.５％、施設介護サービス

費１７.５％の北海道の負担分でございま

す。 

 ２項地域支援事業交付金、１目介護予

防・日常生活支援総合事業交付金、５５０

万９,０００円につきましては、対象事業費

の１２.５％が、２目包括的支援事業・任意
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事業交付金６２１万６,０００円につきまし

ては、対象事業費の１９.２５％が交付され

るものです。 

 次に、３９６、３９７ページの６款財産

収入、５万４,０００円は、介護保険基金の

利子でございます。 

 ３９８、３９９ページをお開き願いま

す。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

介護給付費繰入金、２億１,５７５万１,０

００円につきましては、介護給付費に対す

る１２.５％の町負担分であります。 

 ２目地域支援事業繰入金、３,９３０万

９,０００円につきましては、介護予防・日

常生活支援総合事業分が１２.５％の５５０

万９,０００円、包括的支援事業・任意事業

分が１９.２５％のルール分、６２１万６,

０００円と、２,７５８万４,０００円の町

単独負担分であります。 

 ３目低所得者保険料軽減繰入金は、第１

号被保険者の第１階層の軽減分について、

一般会計で収入される２分の１の国庫負担

分と４分の１の北海道負担分に、町負担分

４分の１を加えた３８９万４,０００円でご

ざいます。 

 ４目その他一般会計繰入金、４,３９９万

１,０００円につきましては、職員４名分の

人件費及び事務費の繰り入れであります。 

 ２項基金繰入金、３００万円につきまし

ては、歳出の不足分を介護保険基金から繰

り入れするものであります。 

 なお、平成３１年度末基金残高は８４６

万５,０００円の見込みであります。 

 ４００ページ以降につきましては、前年

度と大きな変更はございません。 

 以上、御説明いたしました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案書の

１９９ページ、議案第１７号平成３１年度

美幌町公共下水道特別会計予算についてで

あります。 

 説明につきましては、別冊の予算書によ

り御説明申し上げますので、予算書の４３

１ページをお開き願います。 

 平成３１年度美幌町の公共下水道特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１０億８４０万４,０００円と定

める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができ

る事項につきましては、第２表、債務負担

行為で御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債につ

きましては、第３表、地方債で御説明申し

上げます。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借り入れの最

高額は、６億円と定める。 

 次に、４３４ページをお開き願います。 

 第２表、債務負担行為であります。 

 終末処理場非常用発電設備更新工事限度

額を１億２,９００万円とするものでありま

す。 

 期間は記載のとおりであります。 

 施設の老朽化が進んでいる終末処理場の

非常用発電設備について、平成３１年度と

平成３２年度の２カ年で更新工事を実施し

ようとするものであります。 

 次に、４３５ページをお開き願います。 

 第３表、地方債であります。 

 初めに、公共下水道事業の限度額７,９３

０万円で、この内訳は、工事監理や実施設

計、価格調査などの業務委託３件と、終末

処理場非常用発電設備更新工事が１件、下

水道長寿命化管渠更新が１件、公共汚水ま
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す設置工事が１件、管渠更新工事に伴う上

水道配水管布設替工事補償費が１件の計７

件の事業費から補助金を差し引いた額を公

共下水道事業債で借り入れするもので、起

債充当率は１００％であります。 

 業務委託の内訳は、後ほど、事項別明細

書で、工事内容は工事関係資料で御説明を

申し上げます。 

 その下、下水道資本費平準化債の限度額

５,０８０万円は、施設整備に投資した起債

償還額を耐用年数に沿って平準化し、単年

度の負担軽減を図る目的で借り入れするも

のであります。 

 その下、公共下水道事業特別措置分の限

度額１,６８０万円は、平成１９年度に繰り

出し基準見直しで交付税措置される事業費

補正が元利償還金の７０％から６０％に減

額されたことに伴い、その差の分が特別措

置分として起債発行が認められるものであ

ります。起債限度額の合計は１億４,６９０

万円で、起債の方法、利率、償還の方法は

記載のとおりであります。 

 次に、歳出から御説明申し上げますの

で、４５４、４５５ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費、７,７７９

万７,０００円は、職員４名分の人件費と事

務経費を計上しております。 

 中ほどの使用料収納事務委託料２,３８７

万３,０００円は、下水道使用料の賦課徴収

業務を水道事業に委託しておりますので、

その事務経費を水道事業会計に支出するも

のであります。 

 その下の負担金の上から６行目、水道事

業会計負担金４９７万３,０００円は、下水

道の排水設備の新設や改造の受け付けと検

定を水道事業に委託しておりますので、そ

の経費を水道事業会計に支払うものであり

ます。 

 公課費１,７１０万３,０００円は、消費

税を計上しております。 

 次に、２目維持管理費、２億７,７０５万

８,０００円は、処理場施設の維持管理と下

水道管渠の維持管理費用を計上しておりま

す。 

 １、終末処理場維持管理事業の燃料費８

７０万３,０００円は、処理場ボイラー用Ａ

重油で、単価増に伴い、昨年より１６６万

１,０００円の増となっております。 

 その下、光熱水費３,４４５万２,０００

円は、処理場と５カ所のマンホールポンプ

で使用する電気料と水道使用料であり、前

年度の使用実績から算出し、昨年度より１

８５万２,０００円の増となっております。 

 その下の修繕料３,６９１万９,０００円

は、処理場の機器類の修繕で、平成３１年

度は２１の機器のオーバーホールなどを行

うもので、昨年より２１万９,０００円の減

となっております。 

 このページの最後の行の産業廃棄物処理

委託料１,３５８万５,０００円は、下水処

理後の脱水汚泥の処理費用を計上しており

ます。 

 次に、４５６、４５７ページをお開き願

います。 

 上から２行目の処理場維持管理業務委託

料１億５,４３５万６,０００円は、処理場

の維持管理業務の委託費用であり、期間に

つきましては、平成３１年度から３３年度

までの３カ年の長期継続契約を予定してご

ざいます。 

 その下の電気保安管理業務委託料１４５

万８,０００円は、処理場の電気工作物の保

安監督について、電気主任技師が退職した

ため、従来委託しておりました年１回の受

電設備総合点検とあわせて、電気保安管理

業務を委託しようとするものであります。 

 その下の２、公共下水道管渠維持管理事

業の修繕料１,５１０万６,０００円は、道

路上のマンホールの修繕や公共汚水ますで

の段差によるつまずきや車両破損事故防止

のため、公共汚水ますの切り下げを行うた

めの修繕料で、全体で１０３カ所分を計上
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しております。 

 また、新たに雨水マンホールふたの取り

かえ修繕２４カ所を実施するため、昨年度

より５１０万６,０００円の増となっており

ます。 

 その四つ下の管渠清掃委託料５６１万円

は、日の出１丁目、２丁目ほか４地区の送

水管９,６５２メートルの清掃を予定してお

ります。 

 次に、３目建設費、１億７,５４３万２,

０００円は、下水道施設の設備などの更新

工事費で、昨年度と比較して６,９５３万

９,０００円の減は、主に終末処理場水処理

施設機械及び電気設備更新工事の減による

ものであります。 

 業務等委託料の下水道ストックマネジメ

ント計画策定委託料１,２００万円は、下水

道管渠施設について、平成２９年度に策定

した下水道ストックマネジメント基本計画

に基づき、管渠の点検調査を行い、修繕・

改築計画の策定までを行おうとするもので

あります。 

 その下の下水道管渠資材価格調査業務委

託料１００万円は、下水道管渠更生に係る

資材の価格調査を行うためのものでありま

す。 

 その下の終末処理場非常用発電設備更新

工事監理委託料１７０万円は、昭和５６年

に整備し、３７年が経過した非常用発電設

備の更新工事を行うための工事監督を委託

するものであります。 

 その下の実施設計等委託料の終末処理場

受変電設備実施設計委託料５３０万円は、

受変電設備の更新を行うためのものであり

ます。 

 その下の工事請負費の公共汚水ます設置

工事４４０万円は、１１カ所分の工事を見

込んでおります。 

 その下の下水道長寿命化計画管渠更新工

事４,７４４万円と、終末処理場非常用発電

設備更新工事１億円の内容につきまして

は、後ほど、予算工事関係参考資料で御説

明申し上げます。 

 その下の補償金３０２万５,０００円は、

町道６６３号道路、新町１丁目の中家硝子

様南側の下水道管渠更新工事に伴い、上水

道の配水管の布設がえが必要となることか

ら、工事費相当分を補償金として計上する

ものであります。 

 次に、４５８、４５９ページは、下水道

事業債の元金及び利子の償還金、次の４６

０、４６１ページは、予備費を計上してお

ります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４４０、４４１ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目下水道受益者負担金等

は、新たに下水道区域となった際に５年間

の分割で納付していただくもので、現在納

付中の４件、１５万３,０００円を計上して

おります。 

 その下、２目一般会計負担金２,９１２万

９,０００円は、し尿等を下水終末処理場で

受け入れていることから、処理経費を一般

会計に求めるものであります。 

 その下の３目個別排水処理特別会計負担

金２０２万６,０００円は、個別排水処理会

計の事務を下水道事業で行っていることか

ら、人件費の４０％相当分の負担を求める

ものであります。 

 次に、４４２、４４３ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目下水道使用料３億５,９

２３万８,０００円は、現年度分３億５,６

８５万１,０００円と過年度分２３８万７,

０００円を見込んでおります。 

 次に、４４４、４４５ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目公共下水道費国庫補助

金８,９５０万円でありますが、この内訳に

つきましては、工事監理や実施設計、価格

調査などの業務委託に係る補助金が４業

務、補助率１０分の５で１,０００万円、管
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渠更新工事に係る上水道配水管布設替補償

工事が１事業、補助率１０分の５で７８万

円、終末処理場非常用発電設備更新工事に

係る補助金が１工事、補助率１０分の５.５

で５,５００万円、下水道長寿命化管渠更新

工事に係る補助金が１工事、補助率１０分

の５で２,３７２万円、合わせて８,９５０

万円を見込んでおります。 

 次に、４４６、４４７ページをお開き願

います。 

 ４款、１項、１目一般会計繰入金、３億

８,０８９万円は、総務省通知の繰り出し基

準で定められている基準内繰り入れ３億７

７１万５,０００円を含む一般会計からの繰

入金であります。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明は省略させていただきまし

て、４５２、４５３ページの７款、町債に

つきましても、第２表、地方債で御説明い

たしましたので、省略をさせていただきま

す。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明いたします。 

 別とじとなっております図面等の参考資

料の６ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（処理場）でありま

す。 

 昭和４８年の下水道整備着手から４５年

が経過し、施設の老朽化が進んでいること

から、下水道長寿命化計画のもと、平成２

５年度から終末処理場の水処理施設の機

械・電気設備の更新工事を行っているもの

であります。 

 一般平面図の下側で、太線で囲っている

箇所が平成３１年度の施工箇所であり、平

成３１年度と平成３２年度の２カ年で終末

処理場非常用発電設備更新工事を予定して

おり、平成３１年度は工事費１億円を計上

しております。 

 この整備は、国庫補助金として社会資本

整備総合交付金、補助率５５％、補助残は

公営企業債、充当率１００％を充当しての

整備を予定しております。 

 続いて、７ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）でありま

す。 

 工事概要は、管渠更新３９６.４８メート

ルとマンホールふた取りかえ１５カ所であ

ります。 

 管渠更新は、設置から既に３５年、３７

年、３９年、４０年が経過した管渠の更新

工事であり、図面番号①は、仲町１丁目、

美幌小学校北側、川口様宅前の４６.０２メ

ートル、②は、なかまち南公園西側の２４.

４４メートル、③は、浅倉様宅から仲町緑

道までの１４.２０メートル、④は、仲町２

丁目、古本様宅から国道２４０号までの３

２.０２メートル、⑤から⑦は、新町３丁

目、Ａ－１ビルの交差点から西側に行き、

デュース様までの１１７.３８メートル、⑧

は、新町１丁目、香川履物店様の横の２７.

９１メートル、⑨は、中家硝子様南側の２

４.８３メートル、⑩は、安倍養蜂園様付近

の５１.８５メートルで、⑨と⑩は、管渠に

たるみが生じていることから、開削による

布設がえを予定しております。これらの合

計は３３８.６５メートルであります。 

 次に、８ページをお開き願います。 

 ⑪から⑬は、東３条北２丁目、しゃきっ

とプラザ東側の５７.８３メートルで、これ

ら合計で３９６.４８メートルであります。 

 工事費は４,７４４万円を計上しており、

この整備は、国庫補助金として社会資本整

備総合交付金、補助率５０％、補助残は

（公営企業債）、充当率１００％を充当し

ての整備を予定してございます。 

 続きまして、議案書の２００ページであ

ります。 

 議案第１８号平成３１年度美幌町個別排

水処理特別会計予算についてであります。 

 説明につきましては、別冊の予算書によ

り御説明申し上げますので、予算書の４７

１ページをお開き願います。 

 平成３１年度美幌町の個別排水処理特別
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会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１億５５０万８,０００円と定め

る。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債につ

きましては、第２表、地方債で御説明申し

上げます。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借り入れの最

高額は、１,０００万円と定める。 

 次に、４７４ページをお開き願います。 

 第２表、地方債であります。 

 個別排水処理施設整備事業の限度額３,５

００万円であります。今年度は、１０戸の

設置を予定しておりまして、下水道債と辺

地債及び過疎債を併用いたします。 

 次に、歳出から御説明申し上げますの

で、４９０、４９１ページをお開き願いま

す。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費、４０１万

２,０００円は、個別排水処理に関する事務

経費を計上しており、前年度と比較して１

３９万６,０００円の増は、２７節の公課

費、消費税の中間納付が生じることによる

増であります。 

 次に、２目維持管理費、３,２０８万２,

０００円は、現在設置されている個別排水

処理施設３１２基の維持管理に係る費用

で、前年度と比較して８万５,０００円の増

は、平成３０年度設置の浄化槽の維持管理

がふえたことによるものであります。 

 修繕料６２１万３,０００円は、浄化槽ポ

ンプの空気調整弁交換や、ろ材入れかえ、

ブロアポンプなどの修繕を行う費用で、そ

の下の手数料４６７万２,０００円は、浄化

槽法による水質検査手数料と汚泥処理手数

料であります。 

 その下、施設保守点検委託料８７５万７,

０００円は、浄化槽法による年３回の保守

点検委託料であります。 

 その下、清掃業務委託料１,２４４万円

は、浄化槽内の汚泥くみ取り、洗浄を行う

ものであります。 

 ３目建設費、３,６６７万５,０００円

は、個別浄化槽設置工事費用で、平成３１

年度は、５人槽４基、７人槽４基、１０人

槽２基の計１０戸分を予定しております。 

 次に、４９２、４９３ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理事業元金

償還金、２,５３５万２,０００円、その

下、利子償還金７３７万７,０００円は、平

成３０年度までに借り入れをしました起債

の元金と利子の償還であります。 

 次の４９４、４９５ページは予備費を計

上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４７８、４７９ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設受益

者分担金、１６２万１,０００円は、今年度

予定しております１０基分の受益者分担金

であります。 

 次に、４８０、４８１ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理施設使用

料、２,１３４万９,０００円は、平成３０

年度までに設置しました３１２基と平成３

１年度に予定している１０基分の使用料で

あります。 

 次に、４８２、４８３ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目一般会計繰入金、４,７

３５万６,０００円は、総務省通知の繰り出

し基準で定められている基準内繰り入れ２,

２９０万９,０００円を含む一般会計からの
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繰入金であります。 

 その次のページの繰越金、その次のペー

ジの諸収入の説明は省略させていただきま

して、４８８、４８９ページの６款町債に

つきましては、第２表、地方債で御説明い

たしましたので、省略させていただきま

す。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は１１時１０分といたします。 

午前 １０時５５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前 １１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案書の

２０１ページになります。 

 議案第１９号平成３１年度美幌町水道事

業会計予算についてであります。 

 説明につきましては、別冊の予算書によ

り御説明申し上げますので、予算書の５０

１ページをお開き願います。 

 総則。 

 第１条、平成３１年度美幌町の水道事業

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりと

する。 

 （１）給水戸数は８,６９２戸でありまし

て、平成３０年度当初より７６戸減の計上

であります。 

 （２）年間総給水量は１９２万５,０００

立方メートルでありまして、前年度当初よ

り３万７,０００立方メートル減の計上であ

ります。 

 （３）１日平均給水量は５,２７３立方メ

ートルでありまして、これも前年度当初よ

り１０２立方メートル減の計上でありま

す。 

 給水戸数、年間総給水量、１日平均給水

量は昨年より減となっておりますが、平成

３０年度の実績見込みにより見込んだもの

であります。 

 （４）主要な建設事業につきましては、

資本的収入及び支出で御説明申し上げま

す。 

 収益的収入及び支出、第３条と、５０２

ページの資本的収入及び支出、第４条につ

きましては、予算実施計画書及び説明書で

御説明申し上げます。 

 企業債。 

 第５条、初めに、水道管路耐震化事業、

限度額１,７００万円でありますが、内容に

つきましては、日並浄水場から田中配水池

までの基幹管路更新実施設計委託を行うも

のであります。 

 その下の水道施設等耐震化事業、限度額

２,０６０万円でありますが、内容につきま

しては、平成３０年度に実施できなかった

日並浄水場管理棟上屋、急速ろ過池上屋の

耐震補強工事を行うものであります。 

 その下の水道施設整備事業、限度額５,６

９０万円でありますが、内容につきまして

は、日並浄水場フロック形成池機械設備工

事ほか３件で、詳細は歳出で御説明させて

いただきます。 

 その下の水道管路整備事業、限度額１億

１,９７０万円でありますが、内容につきま

しては、配水管新設工事１路線、配水管布

設がえ工事１１路線の計１２路線で、詳細

は、後ほど、予算工事参考資料で説明させ

ていただきます。 

 その下の量水器収納筐設置事業、限度額

１,３７０万円でありますが、内容につきま

しては、平成２４年度から１１年間の計画

で伸縮式の量水器筐に交換、整備するもの

で、平成３１年度は１３４戸分を計上して

おります。いずれも企業債の充当率は１０

０％で、起債の方法、利率、償還の方法は

記載のとおりであります。 

 次に、５０３ページをお開き願います。 
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 一時借入金。 

 第６条、一時借入金の限度額は、１億円

と定めるものであります。 

 議会の議決を経なければ流用することの

できない経費、第７条と、たな卸資産購入

限度額、第８条につきましては、記載のと

おりであります。 

 次に、５０４、５０５ページをお開き願

います。 

 予算実施計画書及び説明書の収益的収入

及び支出の収入であります。 

 １款、１項、１目給水収益、４億１,６２

２万円は、平成３０年度の決算見込みを踏

まえ、減額の計上となっております。 

 その下、４目その他営業収益、３節雑収

益の中の下水道使用料賦課徴収受託料２,３

８７万３,０００円は、下水道使用料の賦課

徴収業務費用を公共下水道特別会計から受

けるもので、下水道使用料調定件数の割合

で求めた４８.３７％で算出したものであり

ます。 

 ２項営業外収益の中の３目長期前受金戻

入、７,１２５万５,０００円は、固定資産

の取得、改良に交付された補助金等を収益

化した額を計上しております。 

 その下の４目、１節その他雑収益の中の

下水道排水施設業務負担金３７６万３,００

０円は、下水道の排水施設の新設や改造の

受け付けと検定に伴う経費を公共下水道特

別会計から受けるもので、施設担当職員の

人件費の２５％と排水台帳管理システム負

担金で算出したものであります。 

 次に、５０６、５０７ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目原水及び浄水費、５,７

９７万６,０００円は、水源池及び浄水場に

係る維持管理経費を計上しております。前

年度と比較して３８２万円の増額は、主に

日並浄水場運転管理等業務委託料及び水処

理用薬品費の増に伴うものであります。 

 １５節委託料の日並浄水場運転管理等業

務委託料は、平成２６年度から委託してお

ります管理委託料で３,１４５万８,０００

円を計上しております。 

 ２１節薬品費、１,２５７万７,０００円

は、凝集剤のポリ塩化アルミニウムや次亜

塩素酸ナトリウムなどの水処理薬品費用を

計上しております。 

 次に、５０８、５０９ページをお開き願

います。 

 ２目配水及び給水費、５,１９８万２,０

００円は、職員２名の人件費と田中配水池

と７カ所の加圧ポンプ所及び配水管路の維

持管理経費を計上しております。前年度と

比較して１,４１８万７,０００円の減額の

主な内容は、検定期間満了分の量水器取り

かえ用材料費の減によるものであります。 

 １５節委託料の一番下の行、検定期間満

了分量水器取替委託料３２０万８,０００円

は、量水器取りかえに係る業務委託料で、

交換数量の減によりまして、前年度と比較

して２３８万１,０００円の減であります。 

 １８節修繕費、８９７万３,０００円は、

配水及び給水施設の修繕に係る費用で、高

区第２加圧ポンプ所非常用発電機の修繕な

ど、前年度と比較して１０１万８,０００円

の増を見込んでおります。 

 ２２節材料費の量水器取替用材料費８０

１万７,０００円は、量水器取りかえ４５８

戸分を計上しております。 

 次に、５１０、５１１ページをお開き願

います。 

 ３目業務費、４,２０３万５,０００円

は、水道使用料の賦課徴収に係る営業担当

職員４名分と臨時職員１名分の人件費、検

針の経費、電算事務経費などを計上してお

り、前年度と比較して１５７万８,０００円

の増額の主な内容は、１５節の電算機器委

託料のうち、水道料金及び下水道料金シス

テムの元号改正プログラム改修と、消費税

改定対応プログラムの改修の増によるもの

であります。 

 次に、５１２、５１３ページをお開き願
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います。 

 ４目総係費、２,７３９万６,０００円

は、水道主幹の人件費と建設水道部長の３

カ月分の人件費相当分を給与費負担金とし

て計上しており、前年度と比較して１,１０

４万円の増額の主な内容は、１５節、田中

配水池整備基本設計委託料の増によるもの

であります。 

 中ほどの５目減価償却費、１節有形固定

資産減価償却費の中の一番下、リース資産

６１０万２,０００円は、管路管理システ

ム、企業会計システム、水道料金システム

の固定資産の割賦払い金をリース資産とし

て計上しております。 

 次に、５１４、５１５ページをお開き願

います。 

 ２項営業外費用、１目支払利息は、企業

債償還利息２,３６１万６,０００円を含む

利息額を計上しております。 

 ２目消費税、支払消費税８３２万６,００

０円、３目雑支出、雑費として過年度還付

金２０万円、３項予備費として５万円を計

上しております。 

 次に、５１６、５１７ページをお開き願

います。 

 資本的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債、２億２,７９０

万円でありますが、第５条、企業債で御説

明させていただいたとおり、予算工事関係

参考資料で御説明させていただきます。 

 その下、２項、１目国庫補助金、２,３７

０万円は、日並浄水場から田中配水池まで

の基幹管路更新実施設計委託、補助率３分

の１と、日並浄水場管理棟上屋、急速ろ過

池上屋の耐震補強工事、補助率４分の１、

これらの国の生活基盤施設耐震化等交付金

を活用して実施するものであります。 

 その下、３項、１目、簡易水道等施設整

備事業実施区域水道施設分担金は、豊幌地

区で新たな給水を受けようとする世帯を想

定し、１件分の２００万円を計上しており

ます。 

 その下、４項、１目、下水道工事に伴う

上水道布設替工事負担金は、町道６６３号

道路、新町１丁目、中家硝子様南側の下水

道管渠更新工事に伴う布設がえであり、公

共下水道特別会計補償金を充当して行う補

償工事であります。 

 その下、５項、１目、一般会計出資金２,

３５０万円は、日並浄水場から田中配水池

までの基幹管路更新実施設計委託と、日並

浄水場管理棟上屋、急速ろ過池上屋の耐震

補強工事について、補助金などを差し引い

た残りを、総務省通知の繰り出し基準に基

づき、一般会計から受け入れするものであ

ります。 

 次に、５１８、５１９ページをお開き願

います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目浄水配水設備費、２億

７,２０３万円は、施設担当職員１名分の人

件費を含む水道管の布設がえ及び水道施設

整備に係る経費を計上しているものであり

ます。 

 このページの中ほど、１５節委託料のう

ち、水道管路耐震化事業４,９００万円は、

日並浄水場から田中配水池までの基幹管

路、送水管の更新のための実施設計を行う

ものであります。 

 ２３節工事請負費の水道施設等耐震化事

業３,５００万円は、平成３０年度に実施で

きなかった日並浄水場管理棟上屋、急速ろ

過池上屋の耐震補強工事を予定しておりま

す。 

 その下、水道施設整備事業５,６９６万円

は、４件の工事を予定しており、１件目

は、日並浄水場天日乾燥施設整備工事で、

昭和３７年に緩速ろ過池として整備した天

日乾燥床の透水板や排水路の整備、ろ過槽

のろ過砂や砂利を入れかえるもので、３カ

年計画の２年目で、工事費７４０万円を予

定しております。 

 ２件目は、日並浄水場フロック形成池機

械設備整備工事で、平成８年に設置した機
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械設備を更新し、原水の水質に応じて薬品

を注入し、適正なフロックを形成するため

の減速機、電動機、攪拌機を更新するもの

で、３年計画の最終年で、工事費３,６９６

万円を予定しております。 

 ３件目は、桜沢加圧ポンプ所計装設備工

事で、平成１５年に設置した遠隔監視用通

信装置を更新し、施設の運転状況を監視す

るもので、工事費９００万円を予定してお

ります。 

 ４件目は、瑞治流量計室計装設備工事

で、昭和５６年に設置した減圧弁と圧力計

を更新し、減圧後の圧力を測定し、圧力調

整の基準とするもので、工事費３６０万円

を予定しております。 

 その下、水道管路整備事業１億２,２７３

万円は、後ほど、予算工事関係参考資料で

御説明申し上げます。 

 その下、簡易水道等施設整備事業２００

万円は、分担工事１戸分の予算設定であり

ます。 

 その下、２目業務設備費のうち、２節量

水器筐取替費１,３７０万５,０００円は、

１３４戸分の設置委託と量水器収納筐代を

計上しております。 

 その下、３目資産購入費、５節リース資

産５０１万９,０００円は、債務負担行為で

購入している水道料金システム、管路管理

システムと、長期継続契約で購入している

土木積算システムを計上しております。 

 その下、２項、１目企業債償還金、１億

４,６７４万円は、総務省公営企業金融公

庫、市中銀行から借り入れた企業債の償還

金であります。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明申し上げます。 

 別とじとなっております図面等の参考資

料の９ページをお開き願いたいと思いま

す。 

 ９ページ、水道管路整備事業でありま

す。 

 老朽化している水道管路について、計画

的な布設がえを実施するとともに、道路整

備等に関連した水道管網を整備し、安定し

た給水を図るものであります。 

 地図番号①町道２６２号道路、大通南１

丁目の配水管新設工事であります。道路改

良にあわせ、ポリエチレン管、管径１００

ミリメートル、延長１１０メートルの配水

管を新設するもので、工事費５００万円を

予定しております。 

 次に、飛びまして、地図番号⑫、町道６

６３号道路、新町１丁目、中家硝子様南側

の下水道管管渠更新工事に伴う布設がえで

あり、ダクタイル鋳鉄管、管径１００ミリ

メートル、延長１７メートル、工事費３０

３万円を予定しております。 

 この工事は、公共下水道特別会計補償金

を充当して行う補償工事であります。 

 以降につきましては、老朽管の布設がえ

工事であります。 

 工事概要に記載の既設管の布設年度、新

設管種、管径は省略させていただき、工事

箇所と工事延長、工事金額を説明させてい

ただきます。 

 地図番号②町道２号道路、稲美は、美幌

中学校前の道路整備工事にあわせ、都市開

発コンサルタント様の交差点から石川様宅

まで、延長２８０メートル、工事費２,８３

０万円を予定しております。 

 地図番号③町道６３５号道路は、鳥里４

丁目、田子様宅前、北中学校入り口から公

園通りまで、延長１７０メートル、工事費

１,２５０万円を予定しております。 

 地図番号④町道６１０、６１２号道路、

元町は、美幌小学校西側で、瀬川様宅から

西島様宅まで、延長２１０メートル、工事

費１,９００万円を予定しております。 

 地図番号⑤町道４１７号道路、稲美は、

緑の苑東側から学園通まで、延長１５０メ

ートル、工事費９４０万円を予定しており

ます。 

 地図番号⑥町道４１９号道路、稲美は、

あさひデイサービスセンター東側から学園
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通まで、延長１５０メートル、工事費９４

０万円を予定しております。 

 地図番号⑦町道５３２号道路、報徳は、

道路整備工事にあわせ、陽光台団地入り

口、図面の右側から延長１３０メートルの

布設がえを行うもので、工事費８００万円

を予定しております。 

 地図番号⑧町道５３３号道路、報徳は、

同じく道路整備工事にあわせ、陽光台団地

入り口、図面の左から延長８０メートル、

工事費４１０万円を予定しております。 

 地図番号⑨町道２号道路、三橋南は、歩

道整備工事にあわせ、東町１丁目、セブン

イレブン様向かいの延長８２メートル、工

事費５００万円を予定しております。 

 地図番号⑩町道５０３号道路、新町２丁

目は、道路整備工事にあわせ、香川履物店

様から伊藤様宅まで、延長１８０メート

ル、工事費１,１００万円を予定しておりま

す。 

 地図番号⑪町道２０５、２０６号道路、

仲町２丁目は、廣田様宅からコーポラスマ

ルミ様まで、延長１０５メートル、工事費

８００万円を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書は２

０２ページでございます。 

 議案第２０号平成３１年度美幌町病院事

業会計予算について御説明を申し上げま

す。 

 予算書の５３３ページをお開き願いま

す。 

 平成３１年度の予算計上につきまして

は、診療及び施設の維持管理に必要な経常

経費のほか、給与費では、常勤医師１１名

分の人件費や、停電時の病院機能維持のた

めの電源改修費、老朽化した診療施設の修

繕費などを計上し、建設改良では、医療機

器の更新等に必要な予算の計上を行ったと

ころであります。 

 第１条、平成３１年度美幌町の病院事業

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量及び第３条の収益

的収入及び支出の予定額は、それぞれ記載

の人数及び金額を定めるものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明を申し上げます。 

 次に、５３４、５３５ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額

は、それぞれ記載の金額を定め、資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額１億

３６６万８,０００円は、過年度分損益勘定

留保資金で補塡するものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 第５条の企業債につきましては、起債の

目的を医療機器更新等事業とし、起債の限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法を

記載のとおり定めるものであります。 

 この起債につきましては、病院事業債

は、元利償還額の２５％、過疎債につきま

しては、元利償還額の７０％が交付税措置

されるものであります。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を４億円と定め、第７条の議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

として、職員給与費、交際費の額をそれぞ

れ記載のとおり定めるものであります。 

 第８条の他会計からの補助金は、一般会

計補助金につきましては、それぞれ公営企

業会計に対する繰出金としてルール分の繰

り入れを、国保会計の直診施設健康管理事

業補助金は、病院が実施する健康管理事業

に対する補助金として計上するものであり

ます。 

 第９条では、たな卸資産購入限度額を２

億４,３００万円と定め、第１０条の重要な

資産の取得は、取得価格が７００万円を超

える医療機器の購入として、一般Ｘ線撮影

装置一式とレントゲン写真をデジタル信号

に変換するためのＦＰＤシステム一式を定
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めるものであります。 

 次に、５３６、５３７ページをお開き願

います。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 医業収益では、入院及び外来収益は、平

成３０年度の実績を踏まえ、見込んだ収益

を計上し、年間患者数及び１日１人当たり

の収益額の見込みにつきましては、それぞ

れ記載のとおりでございます。 

 その他医業収益のうち、下から２項目め

の一般会計負担金は、公営企業会計に対す

るルール分の繰り入れとして、救急医療の

確保に要する経費は、交付税措置額相当分

を、小児救急に要する経費につきまして

は、特別交付税の基準額より算定した額

を、医師確保に要する経費につきまして

は、医師募集に係る経費分を計上するもの

であります。 

 その他の収益につきましては、それぞれ

記載のとおり所要額を計上するものであり

ます。 

 次に、５３８、５３９ページをお開き願

います。 

 医業外収益であります。 

 一般会計補助金と国保会計補助金は、第

８条で御説明いたしました補助金を計上す

るものでございます。 

 一般会計負担金は、企業会計に対するル

ール分の繰り入れとして、記載のとおり、

それぞれ基準額を計上しておりますが、そ

のうち、不採算地区病院の運営に要する経

費につきましては、１億１,６２０万２,０

００円を計上するものでございます。 

 その他の収益は、平成３０年度の決算見

込みを踏まえ、それぞれ計上を行うもので

ございます。 

 次に、５４０、５４１ページをお開き願

います。 

 医業費用でございます。 

 給料及び手当等につきましては、医師給

与は、外科医師１名の採用を見込み、常勤

医師１１名分を計上し、看護師、医療技術

職、事務職につきましては、育児休業者の

給与を除き、前年同様の予算計上を行って

おります。 

 賞与引当金繰入額につきましては、翌年

度の６月手当支給に係る引当金相当額を計

上するものであります。 

 賃金につきましては、臨時医師賃金とし

て眼科出張医師、麻酔科医師、休日の日当

直を担当する非常勤医師の賃金として所要

額を計上し、臨時職員につきましては、看

護師、看護補助者等、全体で４４名分を計

上するものであります。 

 材料費のうち、薬品費、診療材料費は、

それぞれ所要額を計上するものでありま

す。 

 次に、５４２、５４３ページをお開き願

います。 

 医療消耗備品費から経費の保険料まで、

各項目とも所要額を計上しておりますが、

下から２項目めの修繕費につきましては、

その他施設器具等修繕料の中に、停電発生

時に既設の非常用発電機から電子カルテ機

器等に電源供給するための電気設備改修修

繕として２１９万３,０００円を、人工透析

装置へ電源供給するための防災用自家発電

機の設置に必要な施設及び電気設備改修修

繕として６７５万円を、老朽化した手術室

換気装置改修修繕として１,１７４万円を含

め、計上するものであります。 

 次に、５４４、５４５ページをお開き願

います。 

 賃借料から交際費までそれぞれ所要額を

計上しておりますが、上から３項目め、手

数料の一番上段、医師・看護師等医療従事

者紹介手数料につきましては、医療人材確

保のため、医師１名、看護師２名、薬剤師

１名、作業療法士１名の紹介手数料を計上

するものであります。 

 それ以外の各費目につきましては、それ

ぞれ所要額を計上するものであります。 

 次に、５４６、５４７ページをお開き願

います。 
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 建物減価償却費からその他雑損失までに

つきましては、それぞれ所要額を計上する

ものであります。 

 次に、５４８、５４９ページをお開き願

います。 

 消費税につきましては、消費税の納税分

として所要額を計上するものであります。 

 次に、５５０、５５１ページをお開き願

います。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入では、一般会計出資金は、公

営企業会計に対するルール分の繰り入れと

して企業債元金償還分を計上し、企業債に

つきましては、医療機器更新等事業の財源

充当のため、記載のとおり計上するもので

ございます。 

 一般会計負担金は、今回、廃目となるも

のであります。 

 次に、５５２、５５３ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 建設改良費では、医療機器更新等事業と

して、第１０条に定める一般Ｘ線撮影装置

のほか、必要な医療機器の購入費用を計上

するものであります。 

 企業債償還金は、企業債の元金償還分を

計上するものであります。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 疑問点を整理する

ため、暫時休憩します。 

 再開は１５時５０分といたします。 

午前 １１時４０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時５１分 延会   
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    美 幌 町 議 会 議 長 

 

 

         署 名 議 員 

 

 

         署 名 議 員 


